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会員のみなさん いかがおすごしですか。 
6月 7～8日に、第 18回総会が終了しました。お忙しいなか、ご参加下

さったみなさん、ありがとうございました。なかなか、総会には参加でき

ない方も多いかと思いますが、紙面やホームページ・メールニュース等で、

少しずつでもお伝えできるように努力していきます。 

2015年度も、よろしくお願いします。 
 

「社会福祉法人制度改革」って何のため…？ 
ここ 1 カ月で 3 回、これに法人学習会と経営研

究セミナー（講座）を加えて、計 5回。これは私が

石倉康次さん（立命館大学）の「社会福祉法人制度

改革」の話を聞いた回数です。理解力の衰えを感じ

る今日この頃ですが、さすがに 5回も聞けばだいぶ

内容がわかってきます。どうやら、大きな市場（お

いしい）部分は企業に任せ、社会福祉法人はそこか

ら落ちこぼれる人たちの受け皿になりなさい、と国

は言っているようです。そして、非課税の恩恵を社

会貢献で応えることも求めています。『社会福祉法人

の在り方等に関する検討会のまとめ／2014 年 7

月、厚労省』には、“社会福祉制度のセーフティネッ

トとしての社会福祉法人”という新（珍）定義まで

でてきました。これには、私も目を疑ってしまいま

した。 

この“まとめ”をうけ新聞各紙は、「社会福祉法

人が過大の内部留保」「厚い障壁（＝規制）が民間事

業者の参入を阻害」など、ネガティブキャンペーン

を展開しました。ある経済専門誌は、「内部留保は総

額 2 兆円、非課税で高収支差額を維持。20 世紀の

負の遺産『社会福祉法人』の罪と罰」とまで言い切

って、社会福祉法人による福祉事業のありかたを批

判しました。しかし、私たちから適切な反論・反撃

ができていないため、誤った内容が一定の世論とな

っているのも事実です。国民に対する正確な情報提

供が緊急に必要な情勢といえます。 

ところで、社会福祉法人制度改革は社会福祉基礎

構造改革の仕上げの必須事項で、会計基準が変わっ

たのもこの流れです。私が所属する法人では、今回

が新会計基準での最初の決算でしたが、拠点区分ご

との『注記』やたくさんの『別紙』の作成で大変で

した。できあがった決算書を見た私の感想は、「これ

って、銀行の融資判断に使える」、でした。深読みし

すぎですかね？ 

原田 秀一 

（経営懇副会長、福岡・（福）紅葉会専務理事） 

  
保育制度をめぐる動き 

●６/１７公定価格と自治体

むけＦＡＱ第９版だされる! 
６月１７日付で、自治体向けＦＡＱ第９版と公定価

格に関するＦＡＱ（Ｖer．9）が出されました。これ

は、新制度がスタートして現場での疑問等がさらに

だされたことによるものです。もともと、保護者や

保育所等施設側はもちろん、自治体担当者にも十分

に周知されているとは言えない新制度、現場での疑

問は各園で解消せず、園長会や地域の関係者とも共

有しつつ、まとまって自治体に要望等を行うことが

重要です。 
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◆休日保育～加算額は他園の子どもも含む利用人数

で確定される！ 

 公定価格の FAQ によれば、休日保育加算は、「休

日保育の年間の延べ利用子ども数」の区分に応じて

加算額が決まります。この利用子ども数には、他園

の子どもも含まれることがわかりました。また、「子

ども数」による区分は、過去の実績をふまえて利用

見込みが算出され決まります。実際の利用人数が、

見込みと違って多くても少なくても、加算額の増減

調整はされません。ただし、翌年の加算額を決める

際には、その利用人数が実績となります。 

 休日保育の補助事業は廃止され、公定価格に含ま

れるので、休日保育の利用料は徴収できないとされ

ました（自治体むけ FAQ）。ただし、保育認定の事

由と異なる事由（冠婚葬祭など）で休日保育を利用

する際は一時預かり事業として利用料を徴収できま

す。公定価格の加算額が、従来の補助と利用料をあ

わせた額を下回らないか、検証が必要です。 

◆認定区分の変更 

 保育の必要量や認定区分を月の途中で変更した場

合、国の精算基準は月単位で、翌月から適用する、

とされています。利用者負担についても、翌月から

変更するとされています（自治体むけ FAQ）。ただ

し、市町村の判断で、利用者負担を日割で計算する

ことも可能とされています。 

 委託費（公定価格）は翌月から変更するとしても、

保護者の勤務先・勤務時間が変わり短時間から標準

時間に変更するような場合には、実際の保育はすぐ

にでも標準時間に対応することが求められます。保

育時間の区分が設けられたことで、区分ごとの保育

料や、8 時間を超えた場合の延長保育の扱い、認定

変更の場合の対応など、複雑な問題が生じています。 

◆委託費の支払い 

委託費（給付費も）について、当月分は遅くともそ

の月中に支払うこととされています（3/31 通知）。

FAQ によれば、毎月支払うことが基本としたうえで、

3 か月分をまとめて概算であらかじめ支払うことも

可能だとしています。ただし、まとめて後払いは認

めないとしていますので、とにかく、前払いか遅く

とも当月中には支払うことを、国としては想定して

いることがわかります。 

後払いになっている自治体もありますので、該当

する園は、なぜそうしているのかを自治体に、確認

してみましょう。 

●社会福祉法人「改革」、

国会審議の予定出される 
 社会福祉法人制度の「改革」を含む社会福祉法改

正案の審議日程が間もなく明らかになりそうです。

社会福祉法を審議する厚生労働委員会の理事懇談会

が、29 日に開催され日程協議が行われます。早けれ

ば、7 月 3 日から、審議が行われる模様です。 

 権利としての福祉を求める共同実行委員会から、

衆議院厚労委員会の理事宛てに緊急要請を行なうこ

とが提案されています。「拙速な採決反対」のほか、

保育や子育ての公定価格の引き上げや退職共済制度

への公費助成の継続等の要望も含めた要請内容です

（同封の要請書参照）。7 月 10 日までの短期間のと

りくみです。各地から、理事 9 名に、同封の FAX

要請書を集中的に送りましょう。 

衆議院 厚生労働委員会 理事 

役職 氏名 会派 地域 FAX 番号 

委員長 渡辺 博道  自民 千葉 03-3508-3701 

理事 西村 智奈美 民主 新潟 03-3508-3994 

理事 松野 博一  自民 千葉 03-3508-3329 

理事 古屋 範子  公明 神奈川 03-3508-3259 

理事 高鳥 修一  自民 新潟 03-3508-3987 

理事 赤枝 恒雄  自民 東京 03-3508-3981 

理事 後藤 茂之 自民 長野 03-3508-3452 

理事 とかしきなおみ  自民 大阪 03-3508-3727 

理事 浦野 靖人  維新 大阪 03-3508-3222 

 

第１８回経営懇総会 
2015 年 6 月 7～8 日に、第 18 回経営懇総会を

開催しました。 

 1 日目は、村山祐一氏（元帝京大学）・逆井直紀

氏（保育研究所）を講師にまねき、保育新制度施

行後の現状や公定価格と民間保育園の運営につ

いて、各自治体の状況も出しあいながら、学習し
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ました。 2 日目は、午前中に社会福祉法人「改

革」について石倉康次氏（立命館大学）講演、午

後、総会という日程で開催されました。  

●保育制度の改善にむけて～

学習会① 
◆24条 1項をどう活用するか―私たち

は問われている（逆井氏） 

 新制度がスタートし 2 ヶ月たち、各自治体での

実施状況が様々であることがわかってきました。

新制度で多様な施設が制度の対象となりました

が、決して、住民ののぞむ内容で量が充足してい

るわけではありません。地域での入所の状況をつ

かみ、自治体に対応させていくことが必要です。

また、認定時間の区分による問題や、休日保育な

ど、現場で対応に困る問題も起こっています。そ

ういった問題を一つ一つ自治体担当者と確認し、

どの時間帯でもどの施設でも、必要な保育を保障

すべき、ということを、要望し続けることが重要

です。運動の力で残した 24 条 1 項をどう活かし

ていくのかが問われている、と話されました。 

◆声をあげるチャンス！―戦後の保育

の新しい局面（村山氏） 

 村山氏は、幼保の公

定価格や、短時間と標

準時間の公定価格の

比較を通して、いかに、

保育所の保育が安く

見積もられているか、具体的な数字をあげながら、

報告しました。これまでは制度が違うという理由

から、幼稚園と保育所の財政的な比較はできませ

んでしたが、新制度になることで、比較が可能と

なったのです。そこであきらかになった具体的な

数字をもとに、声をあげるチャンスが訪れました。

幼稚園と保育所の開所時間や日数は大きく違う

のに、公定価格はほとんど変わらないといった問

題点が明らかになった今、黙っていていいのだろ

うか？と問いかける講演でした。 

◆自治体ごとの状況をだしあおう 

 新制度施行後、自治体ごとに対応の仕方など

様々な問題があることが明らかになりつつあり

ます。まずは、自治体を超えて、新制度施行後の

状況を交流し合い、問題点や課題を明らかにして

いくことが必要です。そのうえで、改善にむけて、

園長会等で、一致できるところから声をあげてい

きましょう。 

1 日目の学習会や総会での討論の中で、新制度

がスタートして 2ヶ月たったところでの様々な状

況を出しあいました。 

＜委託費の請求書から見えること＞ 

 資料として、いくつかの会員園から、実際の委

託費の請求書を提供していただきました。 

 児童福祉法 24 条 1 項にもとづく保育所は、市

町村が責任をもって実施しています。費用は、委

託費です。しかし自治体によっては、給付費と混

同していることが、請求書からわかりました。 

 委託費と給付費は違います。委託費は公定価格

全額ですが、給付費は公定価格から保護者負担分

を差し引いたものです。給付費は直接契約の施設

の場合です。この違いを、自治体担当者にも理解

してもらうことが、24 条 1 項の形骸化を防ぐう

えでも重要で

す。 

 また、国の方

針とも反して、

委託費の支払

いが 1 ヶ月遅

れという自治体もありました（横浜市）。 
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＜認定の切り替えは？＞ 

 標準時間認定の方が、就労の関係で短時間認定

に切り替えた場合、翌日から変わるといわれてい

る自治体がある一方（藤沢市、大阪市等）、翌月

からの対応になるという自治体もありました。切

り替えがされると、認定時間が変わり、延長保育

料等が発生することもあり得ます。しかし、翌日

からとして、さかのぼって、延長保育料の集金を

するということが現実に可能かどうかを考える

と、難しいのではないでしょうか。 

 そもそも、短時間と標準時間の認定区分がある

ことで、手続や対応が複雑さを増しています。 

＜休日保育も問題＞ 

  休日保育の加算が公定価格に含まれているこ

とから、休日保育を行なっても保育料徴収はしな

い、というのが国の方針です（公定価格 FAQ 第 8

版）。学習会の中でも、実施園から、現状が報告

されました。 

「自園の子どもから休日保育料を徴収しないば

かりか、他園の子どもからも徴収しないというこ

とになり、それでは運営できないので、休日保育

をやめたいというと、市からそれは困ると言われ

る。どうしたらいいのか？」自治体も、どうして

いいのかわからず、回答不能状態になっています。 

その際はわからなかったのですが、FAQ によれ

ば、公定価格にくみこまれた休日保育の加算額を

決める際の「年間の延べ利用子ども数」には、自

園以外の子どもも含まれることがわかりました。

自治体も、そういった情報を把握しきれない状態

にあるため、回答不能状態になっています。 

●社会福祉法人「改革」問題

をどうみるか？～学習会② 
 学習会②では、石倉康次氏（立命館大学）の講

演で社会福祉法人「改革」問題について学びまし

た。まず、社会福祉法人の成り立ちや役割を確認

しあいました。その中で、石倉氏は「社会福祉法

人は、国の責任による社会福祉事業への、住民参

加の形態として形成されてきた制度であり、日本

固有の制度として評価できる」と強調されていま

した。その制度を変質させるのが、営利企業の福

祉分野への進出です。公的な福祉を営利企業に委

ね、営利企業が採算が取れないからと進出しない

部分を社会福祉法人に公益事業として義務化し

ようとするのが、今回の「改革」です。 

 こういった動きに対し、当事者も含めた運動と、

財政赤字の原因は社会

保障だとする論調にご

まかされず税や国の財

政の仕組みを学び伝え

ることが重要であるこ

とが話されました。 

 

●総会での議論から 
 総会では、議案の提案を受けて各地から発言が

ありました。 

◆大阪・（福）今福福

祉会・井関政勝 

大阪都構想を掲げ

た大阪市の住民投票

では、橋下市長・維新の野望を砕くことができま

した。この間、大阪市長として、市民の財産を民

営化したり、保育所でも最低基準の切り下げや、

水道料金福祉割引をなくすなど、大阪市の行政が

ガタガタにされました。しかし、そういうなかで

私たちも鍛えられました。大阪市内の民間保育園

で作っている懇話会では、市内の全民間保育園

300 か園に手紙を送り、一緒に保育を守ろうと訴
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えました。新しい大阪市をつくる取り組みは始ま

ったばかりです。 

◆大阪・（福）大阪福祉事業財団・すみれ保育園・

池脇みき子 

法人として、研修体系・育成制度を検討してい

ます。法人には 22 施設

（高齢・障害・保育・

児童養護・病院）あり、

正規職員 700 名、8 時間

の臨時職員 300 名、と

大きな法人です。10 年

前は平均勤続年数は 10 年を超えていましたが、

ここ数年のうちに勤続年数が下がってきて、1 年

2 年を超えて働き続けるのが厳しいという状況に

なってきました。 

そこで、施設内・法人内・外部の研修を組み合

わせて、研修を体系的にしていこう、と検討を始

めています。法人の綱領やすみれ保育園の憲章を

もとに、一人ひとりの職員が仕事のあり方や職

務・経験に応じた役割を果たせるようにと、職員

育成制度をはじめたところです。また、初任者研

修計画にも取り組み始めました。 

◆埼玉・（福）さやまが丘保育の会・牧裕子 

所沢市は、新制度になって、育児休業中の上の

子どもの継続利用について、3 歳未満児の場合は

退園とうちだしました。3 月までに生まれていれ

ば退園させないが、4 月以降生まれた場合は退園

になるということで大混乱になりました。保護者

は積極的に動き、内閣府や厚労省にも質問にいき

ました。国は「今までのやり方を変えろとは言っ

てない」と回答しました。不都合なことがあれば

市に意見を言って変えさえていくことができる、

と勇気をもちました。この問題で、3 月に集会を

開いたところ、たくさんの保護者が集まり 300 人

を超えました。根本的な原因は保育所が足りない

ことです。 

保護者たちは、今、訴訟を起こす準備をしてい

ます。保護者に励まされ、一緒に頑張ろうと思っ

ているところです。 

◆京都・（福）きらら福祉会・一乗寺保育園 

北田喜美代 

京都市立病院の院内保育

所青い鳥保育園は、ピジョ

ンハーツに委託されていま

したが、今回アートチャイ

ルドケアに委託されること

になりました。病院がしめした委託上限額 9650

万に対し、アートチャイルドケアは 6630 万を提

示しました。それでは人件費も大幅に切り下げら

れることになる、ということで反対の声が広がり

ましたが、委託先は変わらず、職員たちは退職せ

ざるを得ませんでした。このようなことが続いて

はいけないという思いから、裁判に訴えることも

検討しています。 

◆静岡・（福）静岡福祉会・谷津智恵美 

静岡県は待機児童解消にむけて新園が増え

ています。県経営懇でもあらたに園が増えまし

ました。しかし、まだまだ加盟園以外に広げる

ことは出来ていません。経営懇の活動を広げる

人が必要との思いから、役員を 5 名に増やしま

した。役員体制の強化と合わせて、拠点となる

場所を作りたいと思っています。今後の課題です。 
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◆宮城・（福）あゆみ会・小幡正子 

宮城では、連

絡会が中心に

なり、新制度開

始 前 に 保 育

110 番と銘打

って、電話相談

を行いました。

兄弟別々の保育園になった、別々の時間区分で認

定された、といったような困った事例の相談を受

けました。私の法人の園では、4 月の給料を払お

うと思ったら、自治体から入金がされていない！

という事態もありました。自治体担当者に聞くと、

「どうやって計算していいかわからないから」、

と困っていました。とりあえず、今までのやり方

で支弁してもらいました。また、ある自治体では、

地域区分が変わって収入減という状況もでてい

ます。仙台市では、保育料 4 倍になった保護者も

出てきて、市と交渉中です。いろいろな事態が起

こっている今、交流しつつ、声をあげていきたい。

主任セミナーにも取り組みます。 

◆岡山・（福）白鳩福祉会・白鳩保育園・景山一正 

経営懇として、昨年度、

24 条 1 項を貫こうというリ

ーフを全国の民間保育園に

送った活動は、もっと評価

してもいいのではないでし

ょうか。岡山市では、全民間保育園 60 園が移行

しませんでした。経営懇のリーフも、すごい力を

発揮しました。今問題だと思うのは、社福法人「改

革」です。この問題は、保育所にとって運営上の

大問題です。一法人一施設のような小さい法人に

そこまでの力はありません。園長会として、岡山

選出議員に要請に行きました。こういう問題があ

るんだということを知らせて、全国的な議論をま

きおこしてもらいたい。 

 

 

◆東京・なの花会・なの

花保育園・青木路子 

今、第 47 回合研集会に

むけて、東京の仲間たち

は準備しています。都内各地で実行委員会を立ち

上げて広げています。世田谷区では、区の後援も

とって、プレ企画には区長も挨拶にくることにな

りました。実は、私は、子どもの頃に合研に行っ

ていました。そんな自分が、お誘いする立場にな

るとは！若い世代や、新しい力を得ながら合研集

会にとりくんでいます。ぜひ、各地から参加者を

送り出してください。 

◆愛知・（福）春日井福祉会・第一そだち保育園

中村真理 

あいち保育共同連合

会（旧愛知県小規模保

育所連合会）では、昨

年 40周年を迎えました。

記念誌を作成する過程で、冊子だけではもったい

ないということになり記念行事をすることにな

りました。若い職員をまきこんで元気にしていき

たい、と若い職員たちが実行委員になり準備しま

した。当日は、450 名が参加、共保時代や認可当

初の映像もまじえてみんなで振り返りました。若

い職員が、「園長に言われて参加したが、やって

みてよかった」という感想を寄せてくれました。

若い人の奮闘の裏には、ベテランの工夫があり、

ベテランの力の大事さも感じました。仲間がいる、

ステキなことができたという実感は今後につな

がるはず、と確信しています。 

◆神奈川・（福）鎌倉たんぽぽ会・小林忍 

神奈川経営懇では、16 日に 11 回目の総会をし

ます。主な活動として、社福会計の連続講習会、

事務業務の講習会を毎

年企画してきました。

会員園は横浜市内が中

心で、他の自治体には

なかなか広げきれてい
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ませんが、つながりは作り、ニュース・情報等を

100か園くらい送っています。24条1項リーフは、

県の新制度説明会の際に、神奈川経営懇として会

場前で配布行動を行いました。今後、会を支える

人材をどうつくるか、そこが悩みです。交流しな

がらやっていきたい。 

◆愛知・（福）一宮乳児福祉会・かもめ三ツ井保

育園・柴田清美 

京都の青い鳥保育園

がアートチャイルドに

委託されたという報告

を受けたが、自分の自治体でもアートチャイルド

が参入してきました。保育内容について、市議会

でも問題になっています。企業保育園の実態に、

注目していく必要があります。 

 

◆まとめの報告（森山事務局長） 

新制度は、

複雑で出来

が悪い制度

ではないで

しょうか。今

後、自治体や

仲間と一緒に改善させたり、内容によっては取り

下げさせるなど、要求にもとづく運動がますます

必要になっています。また、制度の転換期の今、

保護者の不安を、積極的に受けとめていくことも

必要です。 

討論では、社会福祉法人「改革」問題を全国的

にも論議していけるようにすることや、合研集会

を成功させていくことなど、各地から問題が提起

く広げようとしていることが報告されました。こ

ういったとりくみを、学びあいたいと思います。 

保育をめぐる動きは、ますます複雑になってい

ますが、いち早くキャッチし、動いていこうとす

る構えが重要です。保育三団体の中央レベルは批

判的に意見を言う事も少なくなっていますが、組

織されているそれぞれの地域の園は、問題をつか

みつつあります。これまでのつながりをいかして、

それぞれの地域で、共同の行動を工夫していきま

しょう。 

●平和のとりくみ  

総会では、最後に特別決議を確認しました（同

封資料参照）。政府は、これまでの憲法解釈を大

きくかえて集団的自衛権の行使容認をうちだし、

充分な説明もできないまま、戦争ができる国へと

勝手に変えようとしています。この動きにたいし

て、黙っていてはいけない、子どもたちを再び戦

場に送らないように、今、行動することを呼びか

ける決議です。 

まず、身近なところで、今の

戦争と平和をめぐる動きを学ぶ

機会をつくりましょう。そして、

実際に決める立場にある政治家

や、世論を動かすメディアに、私たちの声を届け

ましょう。 

 

地域の活動・情報 

●各地で総会 
5～6月にかけて、経営懇会員園が参加している各

地域の団体の総会が行われています。 

◆あいち保育共同連合会 

5月 9日に、名古屋市内にて、あいち保育共同連

合会の総会が開催されました。職員・保護者あわせ

て約 300名が参加しました。 

 あいち保育共同連合会（旧愛知県小規模保育所連
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合会）は、1974年に発足しました。旧名は、新制度

の小規模保育事業と混同されるおそれもあることか

ら、昨年名称を変更しました。保護者・職員・経経

営責任者（理事・園長）の 3 者で運動をすすめるこ

とを特徴とした団体です。現在、愛知県内の 35園が

加盟しています。 

総会では、保護

者から「励まし

合える関係がほ

しい」「保育園

は集まれる場、

共感できる場」

といった思いが

語られました。 保護者会活動について報告した保

護者は「忙しい毎日の中で、時間を作り会議や園内

行事に参加するのは、わが子のためという思いだけ

では絶対無理！他の保護者の姿や職員の保育への思

い、保育運動があって今の保育があること、などい

ろいろなことを知り考え、自分の思いも出せる事で

納得して積極的に活動できるようになった」と発言

していました。 

 新制度が始まり、多様な保育が地域で行われる中

で、どの施設に入っても子どもたちが安心して育っ

ていけるように、つながりをひろげることの重要性

も提起されました。 

 

◆社会福祉施設経営者同友会（大阪） 

 5月 15日に、福祉同友会の 30周年記念総会が開

催されました。経済学者・山家悠紀夫さんの記念講

演「社会保障と経済」の他、二部では祝賀会・懇親

会を開催しました。 

 福祉同友会は、保育分野以外に、高齢者分野、障

害者分野の社会福祉施設が集まり、「民主的な運営

のあり方を追求し、施設の運営を守り、社会福祉の

発展に寄与する」ことを目的に結成された団体です。 

 今年度は、特に社会福祉法人「改革」問題や、大

阪都構想、戦争立法の問題など、重大な課題が目の

前にある中で、歴史的にも節目の時期であり、あら

ためて社会福祉を守り拡充させよう、と呼びかけら

れています。 

 

◆神奈川民間保育園経営研究会 

 6月 16日に、神奈川経営懇の第 11回総会が開催

されました。全国保育団体連絡会の実方伸子さんを

招いて学習を行い、その後、情報交流をおこないま

した。 

 「園長会でも、言いたいことが言えない雰囲気。

自治体や園長会にどうやって意見を反映せていった

らいいのか？」という悩みが出され、それぞれの地

域での状況を出しあいました。 

・保育連絡会のなかで園長が交流できる場をつくり、

それをもとに、市の園長会でも発言できるような

雰囲気をつくっていった。 

・園長会は区ごとに開催しているが、区によっても

違う。要望をまとめて、全体の園長会に出したり、

少しずつ自分の区からも声をあげようとしてきた。 

・連絡会だけでは難しいが、私保連や保協など、そ

れぞれの団体にも関わってつながりをつくってい

くことも大事。 

・新制度については、「書類が多く大変」「委託費

が一カ月遅れでは困る」といった声が共通する思

いになってきたので、要望として出したい。 

また、8月に東京で開催される合研集会に積極的に

とりくんでいこう、2年前に開催地として取り組ん

だ経験やつながりを活かそう、という呼びかけがさ

れました。 
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◆東京都民間保育園経営研究懇話会 

 東京経営懇では、6月 22日に第 17回総会を、保

育プラザにで開催しました。 

 8月に第 47回合研集会開催にむけて、東京経営懇

の会員園でも、当日の運営準備や参加者の組織にと

りくんでいる真っ最中です。会長のなかよし保育園

園長の和泉さんは「合研集会のとりくみを経営懇の

組織拡大のチャンスとしてとらえよう。また、各法

人・園にとっては、合研集会で園を超えて取り組む

中で職員の力量向上にもつながる。合研を東京でや

ってよかったと思える、園の財産になる取り組みに

しよう、そのためにも地域に発信しよう」と、強調

しました。 

 地域からの発言として、豊島区での取り組みが報

告されました。豊島区では園長会として 6月中旬に

区に要望書を提出し7月14日に区長懇談を行います。

新たに園長会に加わった新設園が、当初要望内容に

反対しました。園長会が団結して区に要望すること

が重要だという認識のもと、ていねいに話合いを重

ね、園長会としてまとまって要望書を提出すること

ができたことが報告されました。 

 東京経営懇には、現在 67園が会員園として参加し

ています。今回の合研開催が自分たちにとってどの

ような意味を持つのかを確認しあい、積極的に活用

していくことが話しあわれています。 

●所沢市・育休退園問題 

経営懇総会での発言にもありましたが、所沢市で

は、新制度実施を契機に、育休中の上の子ども（0

～2歳）は退園とする方針をうちだしました。これ

に対して、保護者は「退園して、再度戻れる保証は

ない、働き続けられない」として、市に要望書を出

すなどの動きをつくってきました。 

その後、保護者 11人が所沢市の対応は違法だとし

て、退園させないように市に求める訴訟を、6月 25

日に、さいたま地裁に起こし、記者会見も行いまし

た（同封資料参照～新聞記事）。 

所沢市以外にも、同じような対応をしている自治

体があることは、経営懇総会の中でも明らかになり

ました。そもそも、育休中の上の子を退園させて待

機児童解消に充てても根本的な解決にはなりません。

各地域で、正確なニーズの把握にもとづき、就学前

まで継続的に保育が受けられる認可保育所を整備す

ることが待機児童解消の近道です。 

新制度の実施主体は市町村であることから、自治

体の判断によって、対応が違うケースが今後も起こ

ると考えられます。そのつど、子どもや保護者の状

況をもとに自治体に要望し続けることが必要です。 

●福岡市・自治体単独補助

打ち切りの動き 
福岡市では、新制度実施にともない、市が単独で

出していた私立保育所への補助金（年間約 5億円）

の廃止を検討しています。 

福岡市保育団体連絡会では、保護者や関係者に訴

えるとともに、市に緊急声明を提出し記者会見を行

いました。福岡市ちどり保育園の原田さんによれば、

「記者会見は 2時間もかかり、終わってからも記者

から質問が相次ぎました。議会でも各党派が質問を

行っています。第三者による検討委員会の報告を受

けて市長が判断することになっていますが、まだメ

ンバーも決まっていません。」とのことです。 

他の自治体では単独補助の状況はどうでしょうか。 
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＜連載・第 12 回＞ 

 
社会保険労務士・松田康子（第一経理） 

番外編：マイナンバー制度 その２  

 先月はマイナンバーの概要についてご紹介しまし

た。今月は、マイナンバーの収集と保管、廃棄につ

いて紹介します。その前に、マイナンバー導入に向

けて私達はどうすればいいでしょうか。制度開始ま

でのおおまかな流れを確認してみましょう。 

☆導入までに必要なことは、 

１．マイナンバーに対応するメンバーの決定（体制

整備） 

１）担当メンバーへのマイナンバー研修  

２）マイナンバーを利用する業務の洗い出し 

２．マイナンバー対応者の洗い出し 

１）職員（パート、アルバイトも含む）とその扶

養家族  

２）報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書（税

理士や社労士など外部専門家への報酬や講師など

への講演料や原稿料など）  

3）不動産関係の支払調書（不動産賃貸借におけ

る使用料等の支払調書など） 

３．職員への周知と番号収集 

１）住民票の住所確認のアナウンス  

２）通知カードの厳重保管のアナウンス  

３）職員へのマイナンバー研修  

４）マイナンバーの収集 

４．方針の明確化と規定の整備 

５．安全管理措置の検討 

1）組織的安全管理措   

2）人的安全管理措置  

3）物理的安全管理措置  

4）技術的安全管理措置 

６．委託先の確認と契約書等の見直し 

これからの法人は、早めに準備に取り掛かるように

しましょう。 

 

 

☆マイナンバーの取得と取得時の本人確認 

マイナンバーは原則、源泉徴収義務や社会保険関

係事務等が発生した時点で提供を求めることになり

ますが、制度開始前でも取得することが認められて

います。取得の際には、1）利用目的を特定し通知

すること。２）本人確認の実施が必要になります。 

１．利用目的の通知方法 

１）利用目的を記載した書類の提示  

２）就業規則への明記 など 

２．本人確認 

本人確認は、他人へのなりすましなどを防止する

ために行うもので、2 つのことを確認します。 

１）番号確認 ：提供された番号が正しいかどうか

の確認。（次のいずれか 1 つで確認）。 

①通知カード ②個人番号カード  

③マイナンバー記載の住民票 

２）身元確認 ：マイナンバーの提供者がその番号

を保有する本人かどうかの確認。 

①個人番号カードや運転免許証など顔写真付きで

氏名・生年月日・住所が記載されたものは 1 点で

確認可（通知カード＋運転免許証など、番号付住

民票＋運転免許証など）。個人番号カードの場合は、

その 1 枚で番号と身元の両方の確認ができます。 

②2 つ以上の書類で確認が必要：健康保険証、年

金手帳、児童扶養手当証書など。顔写真がないた

め、健康保険証＋年金手帳など 2 点の提示が必要 

（詳細は内閣官房のＨＰに記載されていますのでご

確認下さい。） 

 

☆扶養家族の取扱い 

扶養控除申告書や社会保険の被扶養者異動届など、

被扶養者の情報を法人に届け出る場合には、職員本

人が、被扶養者の本人確認を行う立場になるため、

法人は被扶養者の本人確認を行う必要はありません。  

しかし、注意が必要なのは、国民年金第 3 号被保

険者の届け出です。この届出は配偶者が法人に届け

出る必要があるため、原則、法人が配偶者の本人確

認をしなければなりません。でも、わざわざ確認す
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ることって出来ませんよね。ですから、配偶者の代

理人として職員が法人に届け出るという方法で対応

することになります。 

 職員からは、配偶者の個人番号と委任状を提出し

てもらい、法人は代理人である職員の本人確認を行

うことになります。 

 

配偶者  

   ①代理人    

職 員   

②本人確認    

法 人   

③提出   

年金事務所 

 

☆マイナンバーの保管・削除・廃棄 

収集したマイナンバーは、紙やデータで管理する

こととなると思いますが、マイナンバーは、社会保

障と税の分野の事務手続きで利用する必要がある期

間だけ保管することができます。保存する際も特定

の人しか扱えないよう鍵付きのキャビネットやＰＣ

にパスワードをかけて保管する必要があります。ま

た、退職などでマイナンバーを事務処理に利用する

必要がなくなった場合には速やかに廃棄または削除

しなくてはなりません。ただし、マイナンバー部分

をマスキング又は削除した上での保管は継続するこ

とができます。 

それ以外の場合は下記の方法で廃棄します。 

削除・廃棄の方法 採用する方法 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
等
が
記
録
さ
れ

た
も
の 

書類等 復
元
不
可
能
な
手
段 

消却・溶解・一定

機能のシュレッダ

ー 

機会及び電

子媒体等 

専用のデータ削除

のソフトウェアの

利用・物理的な破

壊 

 

 

削除・廃棄したときは、その記録を保存します。

（中小企業は、削除・廃棄したことを、責任ある立

場の者が確認すればこと足ります。） 

 それからマイナンバーの保管期間ですが、「給与所

得者の扶養控除（異動）申告書」が法律によって 7

年間の保存が求められているので、最大で 7 年間の

保存は必要になるでしょう。 

 法人は、保存期間を経過した後の削除と廃棄を前

提にした保管体制とシステムも考えなければならな

いでしょう。 

次回は安全管理措置と罰則について紹介したいと思

います。 

 

 

 

※マイナンバー制については、プライバシー保

護や、導入に伴う対応の周知が徹底されていない

といった問題も含めて、課題が多いことが指摘さ

れています。当面、国がすすめようとしているマ

イナンバー制度の内容を把握しつつ、問題点・課

題を見極めていく必要があります。そういった観

点からも、注目していきましょう。（事務局） 

 

 

★お知らせ～研修のご案内★ 
各園悩みの新人・中堅向け研修 
新設園が増え新しい職員も増える一方で、世代

交代が課題となっています。よりよい保育、園運

営をおこなっていくために、大切にしたい視点・

課題について、学び考えあいたいと思います。少

人数で講義とグループ討議、一人ひとりの悩みや

疑問に対応し、充実した交流が行えるよう、計画

しています。残席わずか！ぜひ、ご活用ください。 

お申し込みは同封の案内チラシをご覧ください。 
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当面の課題 

●新制度施行後３か月 

自治体の状況を園長会等、

地域で確認・共有しよう 
自治体がやるべき作業、園での書類作成

等、それぞれが混乱状態ですが、疑問や

不明点はその都度確認し、なるべく園長

会等、地域全体で確認・共有しましょう。

新制度の実施主体である自治体と関係を

つくりつつ、地域の子ども全体の保育を

底上げするためにも、園長会の役割が重

要になっています。 

●新制度の学習 

～共有することから始めよう 

新制度施行後、現場では様々な矛盾や疑

問がでてきているのではないでしょうか。 

園長会や、職員会議などで、起こってい

る事態を出しあい共有したり、率直な疑問

や意見を出しあうことから、学習を始めま

しょう。 

また、保護者や、新しい職員には、新制

度の内容を知らせながら、問題点や課題を

伝えていきましょう。 

 

★合研集会について① 

自主交流会を企画します 

8 月 1～3 日に東京で開催される合研集会の夜

に、経営懇主催の自主交流会を企画中です。 

【目的】経営懇の紹介と交流 

【対象】：会員＆会員外の民間保育園の園長、理

事など 

各地域で会員外の園の方を誘って合研に参加し、

交流会にもお越しください。8 月 2 日（日）夜を

予定しています。詳細は、ニュース 7 月号にて。 

★合研集会について② 

平和を願い、パレード＆国会宣伝 

通常国会の会期が大幅に延長されました。政府

は、反対の声を押し切って戦争法案と呼ばれるよ

うな法律の成立を狙っています。 

そんな中開催される東京での合研集会。合研中

に、保育の分野から平和の願いを、世論や議員に

訴えよう！と、パレードや国会での行動が提起さ

れました（別紙、全保連ニュース参照）。 

★経営懇会員をひろげよう！ 

保育制度が大きく変わる今、子ども本位の制度

になるように、手をつなぎ声をあげていくことが

必要です。それぞれの地域で声をあげていくため

にも、全国的に励ましあっていきましょう。 

経営懇リーフレットや入会のご案内等をお送

りします。必要な方は事務局までご連絡ください。

【☎03-6265-3174（担当：井上）】 

 

第 18 回経営懇夏季セミナーin北海道 

と き 2015 年 9 月 6～7 日（日～月） 

ところ ホテルエミシア札幌 

    JR新札幌駅下車、徒歩 2 分 

 ※新千歳空港から 28 分（快速） 

参加費 8,000 円  

記念講演 半田 滋氏（東京新聞論説兼編集委員） 

＊企画の詳細と申込書は、7 月中旬発送予定です。 

 

＊2015年度会費の請求は、7月初旬ごろです。

よろしくおねがいします。 

★同封資料～ご確認ください★ 

①資料集 

・１８総会特別決議＆抗議先・激励先 

・社会福法人「改革」緊急要請書と宛先 

・所沢市育休退園問題 新聞記事 

②研修のご案内（新人・中堅） 

③全保連ニュース No．36 


